
 

 
 

一般競争入札の実施 

自動証明写真機設置事業者に係る一般競争入札（貸付料率）を実施するので、公告

します。 

 
令和６年１月４日 

佐野市長 金 子  裕 

 

１ 概要 

（１）件   名   佐野市役所庁舎自動証明写真機設置 

（２）内  容  佐野市役所庁舎に自動証明写真機を設置運用する事業者 

を貸付料率の一般競争入札により選定するものである。 

          ※ 詳細は、「入札説明書」を参照。 

 （３）設置場所  佐野市役所庁舎（佐野市高砂町１番地）１階 

 （４）設置期間  令和６年３月１日から令和１１年２月２８日まで 

 

 

２ 入札参加資格 

参加資格を有する者は、次に掲げる要件全てに該当する事業者とする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者（未成年者、被保佐

人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含ま

れない。）でないこと。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により市の入札参加制限を

受けていない者であること。 

（３）公告日から開札の日において、佐野市競争入札参加者指名停止要綱（平成

１７年佐野市告示第１５４号）第２条第１項に規定する指名停止の期間中で

ないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開始の申

立がなされていないこと、または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。 

ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生

計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。 

 （５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う

団体でないこと。 

 （６）自動証明写真機の設置業務について、過去３年以内の実績を有し、金銭管

理など、自動証明写真機の維持管理を自己の責任において行う者であるこ

と。 

 （７）法令等の規定により、販売について許認可等を必要とする場合は、その許

認可等を受けること。 

 （８）国税、都道府県税及び市税を完納していること。 

 

 

 



 

 
 

３ 選定方法 

   事業者の選定に当たっては、貸付料率が最も高い率をもって入札した者を落

札者として選定する。（最低提案貸付料率は２０．０％とする。） 

 

 

４ 参加手続き及びスケジュール 

項   目 スケジュール 

入札説明書の配布（市ホームページ掲載） 

令和６年１月４日（木）から 

佐野市ホームページからダウンロード

又は財産活用課窓口で配布 

質問書の受付（質疑受付） 

令和６年１月４日（木）から 

令和６年１月１５日（月）まで 

持参、ＦＡＸ又は電子メール 

質問回答書の公表（質疑回答） 
令和６年１月１６日（火）午後５時まで

に佐野市ホームページに掲載 

入札参加資格確認申請書の提出 
令和６年１月２３日（火）までに財産活

用課へ持参 

入札参加資格確認申請書の送付 

令和６年１月２４日（水）にＦＡＸによ

り通知し、本書については同日郵送す

る。 

入札・開札 

令和６年２月２日（金） 

佐野市役所３階 会議室３０２ 

午後２時 

※受付は午後１時３０分より行う 

入札保証金 免除 

契約書の作成 要する。 

 

 

５ 入札の無効 

佐野市財務規則（平成１７年佐野市規則第５９号）第８５条の規定に該当す

る入札は、無効とする。 

 

 

６ その他 

   詳細は入札説明書（佐野市役所庁舎自動証明写真機設置者募集要項）によ

る。 

 

 

７ 入札参加申込書等の提出場所及び問合せ先 

佐野市 総合政策部 財産活用課 施設管理係 

郵便番号 ３２７－８５０１ 



 

 
 

住 所  栃木県佐野市高砂町１（庁舎４階） 

電 話  ０２８３－２０－３０５０（直通） 

ＦＡＸ  ０２８３－２１－５１２０（代表） 


